
契約監視委員会（第５回）議事概要 

開催日時  平成２１年１２月４日（金）午前９時３０分～午前１１時３０分  

場  所  衆議院第二別館３階  第二会議室  

委  員  委員長 米田  正巳（東京富士大学・大学院教授）  

委 員 角田   茂（金沢工業大学参事）  

委 員 宮本  和之（公認会計士）  

議事概要  １．入札及び契約手続の運用状況、指名停止の運用状況等についての報告  

２．抽出結果の報告  

３．抽出案件の説明及び質疑応答  

４．その他  

 

審議対象期間 平成２１年４月１日から平成２ 1 年９月３０日まで  

抽出案件  ３件  

一般競争  １件 契 約 件 名  本館外部建具（東側）改修その他工事  

  契約相手方  松井建設株式会社  

  契 約 金 額  ２３５，９３５，０００円 

  契約締結日  平成２１年４月２７日  

随意契約  ２件 契 約 件 名  衆議院ＬＡＮ総合運用管理業務  

  契約相手方  東日本電信電話株式会社  

  契 約 金 額  ３１６，５７５，０００円  

  契約締結日  平成２１年４月１日  

契 約 件 名  総選挙に伴う青山議員宿舎機械設備改修工事  

  契約相手方  株式会社三冷社  

  契 約 金 額  ７３，５００，０００円  

  契約締結日  平成２１年９月３０日  

委員からの意

見・質問、それ

に対する回答 

別紙のとおり  

委員会による

意見の具申又

は勧告の内容 

なし 

お問い合わせ先  衆議院事務局庶務部会計課  電話 03-3581-5111（代表） 内線 2355



（別紙）  

意見・質問  回 答  

〔案件１〕  

契約件名  本館外部建具（東側）改修  

      その他工事  

契約相手方 松井建設株式会社  

契約金額  ２３５，９３５，０００円  

契約締結日 平成２１年４月２７日  

 

・総合評価落札方式における技術提案の評

価基準のうち、企業の能力及び技術者の能

力評価基準中、「衆参の工事」、「公共工事」、

「民間工事」の区分があるが、「民間工事」

の実績をゼロ点にしているのはなぜか。  

評価されない理由があるのか。  

 

 

 

・衆議院と参議院がそれぞれ同様の工事を

発注しているが、国会議事堂を半分に分け

て工事を発注するのではなく、共同で一括

発注することはできないのか。  

また、両院の仕様、入札方法は同じ基準で  

行っているのか。  

 

 

 

・一方の院に工事を委任する方法もあるの

ではないか。  

 

・外部アルミ製建具かぶせ工法とは難しい

もので、この工法だから応募者が１者しか

いなかったのか。  

 

・１者しか応募して来なかった理由は何故

だと思われるか。  

また、今後どのようにしたら応募者が増え

ると思われるか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・民間工事の実績はゼロ点という表現にな

っているが、評価しないということではな

く、標準点という意味である。  

衆参の本館建物は重要な建築物であるこ

と、公共工事は国交省の指針に基づいて行

われるため履行の確実性が高いことなど

を勘案し、それぞれ加点に差をつけてい

る。 

 

・同一の建物なので、１件の工事として発

注することが理想的かもしれないが、衆議

院と参議院は、予算も違う別組織であるの

で、個別の案件として計画、発注を実施し

ている。  

仕様等の問題は、結果に違いがないように

予め両院において綿密な打合せを実施し

ている。  

 

・現在はそのような方法を採っていない。  

基本は衆参別々であると考える。  

 

・外部アルミ製建具かぶせ工法とは、最も

普及している一般的な工法であると理解

している。  

 

・今回、応募を増やす方策として、通常の

掲示による公告、衆議院ホームページの調

達情報の掲載以外に、専門紙に入札公告の

掲載を行ったが、結果的に１者の応募に止

まった。  

最近は、業者側のメリットの点で、民間工

事と公共工事との差があまりなくなって

きているからではないか。どちらも専任の

技術者を配置しなければならないのであ

れば、金額の少ない衆議院の工事より、民

間の大きな工事のほうがよいと考えてい



意見・質問  回 答  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公告を専門紙に掲載するにしても、目立

つような工夫をしてはどうか。  

 

・昨年度の本館外部建具（南側）改修その

他工事も契約者は今年度の契約相手方で

あったが、ノウハウが分かっているという

ことか。  

 

・昨年度も総合評価落札方式を行っていた

のか。  

 

 

 

 

・昨年度の工事で何か問題があったため、

総合評価落札方式を採用したのか。  

 

・総合評価落札方式にして衆議院が発注者

として期待していた技術提案はどのよう

なものか。  

 

・総合評価落札方式における技術提案は、

誰が審査をするのか。  

 

 

(意見) 

・縦割り行政的なことをやめて衆参共同で

発注したり、数ヵ年にわたる工事を一本に

まとめて契約するなど、前例にとらわれな

い方法でやってほしい。そうすれば、事務

効率は良くなるし、工事規模が大きくなっ

て魅力も増し競争性が高まる。  

・衆議院だけではなく国全体の問題である

が、単年度ごとの予算編成をするのではな

るのではないか。  

また、議事堂構内は、施工に関して国会情

勢の影響を受ける可能性もあり、制約が多

いため応募を見送った者もあるのではな

いだろうか。  

個別に応募を促すようなこともできない

ので困っているが、応募者を増やすための

案があればご教示願いたい。  

 

 

 

 

・昨年度の工事と内容はほぼ同じなので、

分かっていると思う。  

 

 

 

・総合評価落札方式は、昨年度から試行と

して実施しているが、昨年度の建具改修工

事については、総合評価落札方式ではな

い。今回の工事は、今年度の試行案件とし

て選定した。  

 

・問題があったからではない。  

 

 

・施工方法や工事の精度に関する技術提案

を期待していた。  

 

 

・営繕課、電気施設課及び会計課の職員で

構成している技術審査会にて審査を行っ

ている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



意見・質問  回 答  

く、中長期的に見て、複数年度にわたる予

算編成を検討すべきではないだろうか。  

・総合評価落札方式における、評価基準で

民間工事の実績を加点対象としないのは、

おかしいのではないか。民間でも立派な実

績を残している者もあるのではないか。  

・総合評価落札方式は試行段階とのことで

あるが、その効果に疑問もあるので、メリ

ット・デメリットを検討する必要がある。 

試行を数年間行うというが、準備段階でそ

れなりの時間、コストがかかっている。１

年程度の短い期間でその方向性を決める

べきだと思う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



意見・質問  回 答  

〔案件２〕  

契約件名  衆議院ＬＡＮ総合運用管理  

業務 

契約相手方 東日本電信電話株式会社  

契約金額  ３１６，５７５，０００円  

契約締結日 平成２１年４月１日  

 

・昨年度と比較すると、偽装請負契約の疑

念があるとの理由で契約内容を見直した

（単価契約から総価契約に変更）とのこと

であるが、その指摘を公的機関等から受け

たのか。  

 

・密接不可分ということで随意契約として

いる部分が多いというが、今後もそのよう

な理由で随意契約とするのか。  

 

・業務内容について契約相手方以外からの

見積徴取をするなどして、契約金額が適正

であるか、比較検討をしてほしい。  

 

・作業を実施しているのは、契約相手方の

子会社か。  

 

・再委託はどこまでしているのか。  

 

 

 

 

・単価契約から総価契約に変更後、どのく

らいコストが下がったのか。  

 

・予定価格上もその程度の減額があったの

か。 

 

・ＬＡＮ関係の工事はこれで終わりなの

か。 

 

 

・ＬＡＮ関係の工事はいつからやるのか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特に告発があった訳ではない。契約相手

方から、単価での契約締結はそうした懸念

があるとの指摘があったので、疑念を持た

れぬように総価契約に是正した。  

 

 

・現在、分離できる部分を一般競争入札に

移行するため業務内容を精査していると

ころである。  

 

・複数者からの見積徴取は実施している。

比較検討の結果、契約相手方の金額は最低

価格であり、適正な金額であると考える。  

 

・契約相手方の子会社もあるが、資本関係

が全くない別会社もある。  

 

・一括再委託は禁止している。  

部分委託については、委託範囲、委託先に

ついて届出を受けたうえで許可している。

この点は契約書に明記している。  

 

・５００万円くらい下がった。  

 

 

・予定価格においても前年度と比較して同

程度の金額が下がっている。  

 

・新議員会館に新しくＬＡＮを構築し、既

設のＬＡＮに接続後、旧議員会館のネット

ワークの切り外しを行う工事がある。  

 

・一般競争入札を行い、今年度から来年９

月にかけて行う。  

 

 



意見・質問  回 答  

・密接不可分を理由に随意契約にすること  

はなるべく避けるべきではないか。  

 

 

 

 

・一連の工事はほぼ終了なのか。  

 

（意見）  

・本件も、単年度だからこのような契約形

態になっているが、中長期的観点からは別

の見方ができるのではないか。  

・密接不可分だから随意契約にせざるを得

ないという考え方は見直すべきだ。一般競

争に変えようとしている努力は継続して

ほしい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新議員会館が完成する機会に、ネットワ

ーク設備工事はじめ、業務内容を精査し、

密接不可分という理由において、特定の者

に随意契約による契約が集中しないよう、

一般競争入札に移行する準備をしている。 

 

・終了である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



意見・質問  回 答  

〔案件３〕  

契約件名    総選挙に伴う青山議員宿舎  

機械設備改修工事  

契約相手方 株式会社三冷社  

契約金額  ７３，５００，０００円  

契約締結日 平成２１年９月３０日  

 

・総選挙後に議員宿舎の戸数が不足したの

で本改修工事を行ったとのことだが、議員

数は変わらないのではないか。  

 

 

 

 

 

・計画的に行っていれば、一般競争入札と

することも可能であったのではないか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・見積書は何者から徴取したのか。  

 

・３者とした経緯は何か。  

 

 

 

・見積合わせの結果はどうだったのか。  

 

 

・見積が衆議院から依頼されていることを

３者はお互いに知っていたのか。  

 

・予定価格の積算方法を説明されたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・議員定数は変わらないが、改選前と比べ

選挙後には、議員宿舎への入居希望者数が

大幅に増えた。各会派で調整した結果４０

戸程度が必要数となり、議院運営委員会の

決定を受けて、議員宿舎の不足戸数につい

ては青山議員宿舎を復旧することで補う

ことが決まった。  

 

・赤坂議員宿舎が当初定員割れの状況であ

ったため、他の宿舎を廃止して入居者数を

増やすことに努めた経緯があり、改選によ

る宿舎不足という問題について結論がな

かなか出されなかった。事務局の一存でで

きることではないので、議院運営委員会で

の議論、指示を仰がねばならない。青山議

員宿舎復旧の決定と、再開までの日程を勘

案の上、一般競争入札による執行が困難と

判断し、随意契約とした。  

 

・３者である。  

 

・入札・契約手続運営委員会において、審

議の上、旧青山議員宿舎機械設備の新設及

び改修工事の実績のある３者とした。  

 

・契約相手方が最低価格であり適正である

と判断した。  

 

・３者個別に連絡をしているので知ること

はない。  

 

・国土交通省建築工事積算基準を採用して

いる。  

 

 

 



意見・質問  回 答  

・入居する議員は決まったのか。  

 

 

 

・青山議員宿舎は永続的に使用されるの

か。 

 

 

・議員宿舎に入居を希望しているが、空室

がないため入居できない議員はホテルに

宿泊しているのか。  

 

・他の議員宿舎はどうなるのか。  

 

 

 

 

 

 

・各議員室の間取りはどうなっているか。  

 

・外壁の補修等はやらないのか。  

 

（意見）  

・計画性をもって準備を進めていたら、一

般競争入札の執行が可能であったのでは

ないだろうか。総選挙関係だからといって

安易に随意契約という方法を採らないで

ほしい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・我々の所掌外であるが、各会派の協議に

より割当数が決まり会派ごとに入居希望

者を決定すると聞いている。  

 

・その件についても所掌外であるが、少な

くとも数年は使用されるのではないかと

思う。  

 

・詳細は承知していないが、ホテル等に自

費で宿泊しているとの報道がある。  

 

 

・九段議員宿舎、高輪議員宿舎は建物の耐

震構造に問題があり、九段議員宿舎につい

ては現在解体工事中である。高輪議員宿舎

については廃止が決定している。  

解体後の九段議員宿舎の取扱については

決まっていない。  

 

・一般的に言う２ＤＫである。  

 

・実施しない。  

 

 


